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Ⅰ．はじめに

第二次世界大戦後，日本経済は他国に例を見
ないほどに著しく発展してきた。欧米諸国を中
心とした育成・振興策による技術の向上が推進
力となり，重化学工業を中心に大規模な研究開
発体制が構築され，高い製品開発力を有する企
業が次々と誕生し，日本は国際的に高い競争
力を有する先進主要国として認知されることと
なった。大量生産体制を確立した自動車製造業
や電気機械器具製造業といった企業の製品開発
力に基づいた競争優位性は国際的にみても非常
に高く，経営者や研究開発担当者，あるいは政
策担当者など多くの有識者の注目を集めること
となったのである。そのようななか，欧米を中
心に多くの研究者，特に経済学者や経営学者に
よって，自動車製造業や電気機械器具製造業を
中心に企業成長のシステムの解明に向け，さま
ざまな角度から研究がなされてきた。急速な戦
後復興を果たし，その後の日本経済の発展に
大きな役割を果たした主要因はいったい何なの
かという問題意識のもとに，多くの学術的視点
から研究成果は蓄積されていった。その基盤と
なったのが中小企業の貢献である。例えば，ベ
ンチャーを生み出す企業家精神，中小企業にお
ける経営戦略，地域活性化に向けての雇用や人
材開発，研究開発とイノベーション，産業構造
の転換と中小企業，大企業と中小企業の企業間
関係など学術的視点は広範囲にわたっている。
そこで本稿では，経済発展要因の一つであり，

高い製品開発力や効率的な生産性を生み出した
革新いわゆるイノベーションが，中小企業にお
いていかなる役割を果たしてきたかに焦点を合
わせ，中小企業におけるイノベーションの役割
について検討を進めていく。

日本国内に限らず欧米諸国においても，大企
業に対する中小企業の比重は多少の増減は確認
されているものの，ほぼ不変に推移している。
第二次世界大戦以後の日本経済をはじめとし
て，先進国の経済発展過程においては重化学工
業を基軸として大企業中心に急速な発展を遂げ
た。しかしこうした状況下においても，中小企
業は消滅するどころか，大企業に対する比重を
ほぼ変えずに，むしろ大企業と併存してきてい
るのである。しかし中小企業の存立におけるい
くつかの理論的または学説的に展開されている
存立条件の中に，イノベーションの役割はあま
り検討されてこなかった 1）。にもかかわらず，
イノベーションの実現を可能にする技術は中
小企業の存立において大きな役割を果たしてい
る。イノベーションと経済成長における中小企
業の役割については，長年の間，多くの研究者
によって検討されてきた。

以上のように，イノベーションの実現を巡
る議論において，大企業のみならず中小企業
の役割の重要性については認識されている。前
述のように，革新的な事業活動（innovative 
activity） が大企業においてよりもしばしば中
小企業において実現されているという普遍的事
実に対して，学説研究を基礎とした理論的展開
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がなされている研究は未だに少ないものと思わ
れる。そこで本稿の目的は，今後の中小企業経
営においてイノベーションの果たす役割とは何
かという問題意識を前提としたうえで，①イノ
ベーションとは一体何か，②中小企業において
イノベーションはなぜ必要なのか，③中小企業
で進められている革新的な事業活動は地域経済
にいかなる影響を及ぼしているか，以上の 3 点
について諸学説の整理を行い，ケースを通じて
一定の方向性を模索することにある。本稿にお
いては，従来の研究の主流であるケーススタ
ディーを用いた実証的検証という側面のみなら
ず，特に欧米を中心とした学説も含めた理論的
な分析も行っていく。
 
Ⅱ．イノベーションの概念化

企業の成長，発展過程におけるイノベーショ
ン（innovation）の役割については，数多くの
研究者によって，また経営者をはじめ研究開発

（以下，R&D2））を行う研究者においてもその
重要性は十分に認識されている。市場で展開さ
れているなかには，企業の努力によりイノベー
ションを活用した革新的な製品・サービスが数
多く存在する。市場化された製品・サービスに
は，グローバル大企業によって作り出された従
来にはない画期的な製品から，中小企業による
独自の技術により占有され追随を許さないよう
な製品まで，企業規模の大小にかかわらず存在
する。しかし，イノベーションとは一体何なの
か，また，イノベーションを実現する上で必要
とされる要因とは企業活動において一体何を指
しているのかについては，明確にされていない
部分が多い。イノベーションは「技術革新」と
訳される場合が多く，革新的技術により生み出
された従来にはない製品・サービスの提供に関
連するプロセスと捉えられているが，明確な定
義はなされていない。特に，企業の研究開発部
や製品開発・生産に関わる技術者にとって，イ
ノベーションまたは技術革新という現象に対す
るイメージは掴んではいるものの，理論的に十

分な理解がなされてはいない。そこで本稿では，
イノベーションとは何かについて，学説的な研
究を中心に議論を進めていく。
「もはや戦後ではない」との提起により，日

本経済の戦後復興を示すこととなった『経済
白書（1956（昭和 31）年版）』において，イノ
ベーションは「技術革新」と訳されている。元
来，イノベーションは，「革新」をはじめ「新
しいものの導入」や「新制度」，「新機軸」とい
う意味を有している。しかしながら，企業活動
およびわれわれの生活において，技術革新とい
ういわゆる技術的な側面が強くなっており，イ
ノベーションという言葉からは，一般的に技術
的なアプローチのようなものを想起する。欧米
諸国からの新技術の導入により戦後復興，その
後の経済発展を果たしてきた日本において技術
をキーワードとすることは必然であろう。一方，
イノベーションを発現するうえで，技術は重要
な要因である。しかしながら，イノベーション
はかならずしも技術的なアプローチに限定され
るものではない。言い換えれば，イノベーショ
ンにとって技術とは十分条件ではあるけれど
も，必要条件ではないのである。例えば実際の
企業においても，他社に先駆けて最新の技術を
導入した新製品が十分な収益をあげるかという
と，必ずしもそうではない。むしろ反対に，画
期的な技術を用いて開発した製品がほとんど売
れなかったという事例は少なくないのである。
以下では，イノベーション 3）という概念に対し
て，学説的にどのように捉えられているのかに
ついて，若干の研究者による理論を取上げ，検
討を進めていく。

最初に，イノベーションという概念形成に
おける先駆的貢献を果たした研究者といえば
Schumpeter, J. A. で あ る。Schumpeter, J. A. 

（1934） は，「新結合が非連続的にのみ現れるこ
とができ，また事実そのように現れる限り，発
展に特有な現象が成立するのである 4）」として，
イノベーションの創出の過程について言及して
いる。また，Schumpeter は「生産をするとい
うことは，われわれの利用しうるいろいろな物
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や力の結合を変更することである 5）。」と定義
したうえで，「生産物および生産方法の変更」
については，「これらの物や力の結合を変更す
ることである 6）」と述べている。イノベーショ
ンは企業者（Unternehmer7））によって行われ
るところの生産諸要素の新結合によって創出さ
れるという見解から，「新結合」的「生産」，す
なわち「新結合の遂行（Durchsetzung neuer 
Kombinationen）8）」こそが，イノベーション
の定義であると結論付けた。

Schumpeter によるイノベーションでは，新
製品や新規の生産方法のみならず，生産工程改
善や品質管理といった生産管理的要素も，広義
のイノベーションの範疇に入る。Schumpeter
は「新結合」が発生しうる主な領域に関して以
下に示す 5 つの要素を含むとしている 9）。

第一に，「新しい財貨，すなわち消費者の間
でまだ知られていない財貨，あるいは新しい品
質の財貨の生産」。

第二に，「新しい生産方法，すなわち当該産
業部門において実際上未知な生産方法の導入。
これは決して科学的に新しい発見に基づく必要
はなく，また商品の商業的取扱に関する新しい
方法をも含んでいる」。

第三に，「新しい販路の開拓，すなわち当該
国の当該産業部門が従来参加していなかった市
場の開拓。ただしこの市場が既存のものである
かどうかは問わない」。

第四に，「原料あるいは半製品の新しい供給
源の獲得，この場合においてもこの供給源が既
存のものであるか―単に見逃されていたのか，
その獲得が不可能とみなされていたのかを問わ
ず―あるいは始めて創り出されねばならないか
は問わない」。

第五に，「新しい組織の実現，すなわち独占
的地位（たとえばトラスト化による）の形成あ
るいは独占の打破」。

以上のような「新結合」の各ケースは，企
業サイドによる生産または供給といった経営行
動の観点から述べられたもので，消費者サイド
のニーズやトレンドといった観点が含まれてい

ない。「新結合」の概念設定が経済発展の理論
をベースとしていることから，経済発展におい
ては消費者サイドではなく企業サイドの役割の
重要性を示唆しているものと推察される。これ
は，イノベーションの役割が企業側に大きく依
拠していることを示唆しており，その後のイノ
ベーション研究の多くが Schumpeter の理論を
基準に理論展開され，また企業サイドからのア
プローチであることも納得できる。

また，Schumpeter は，経済発展の理論にお
けるイノベーションの概念として，次のような
公理を提起している。すなわち，①イノベーショ
ンにより景気変動が発生すること，②企業・組
織は栄枯盛衰し，永続的に存立できる主体では
ないこと，③企業が永続的に存立するためには，
絶えずイノベーションを連続させる必要がある
ことである。これらの公理はその後，さまざま
な形で理論的発展を遂げていくこととなる。た
とえば，①のイノベーションによる景気変動に
ついては，Kondratiev, N. D. の景気変動説を導
出することとなる。また，②および③の企業の
永続的な存立に対するイノベーションの役割に
ついては多くの研究者によって理論的な位置づ
けがなされていく。なかでも Drucker, P. F. に
よるイノベーションの概念化はその代表的なも
のであろう。

上述したように Schumpeter は「新結合」的
「生産」をイノベーションと概念化したが，新
結合を遂行する主体についても言及している。
経済学者 Say, J. B. による「企業者の機能は生
産要素を結合し，総合することである 10）」と
いう提起に対して，「新結合」を遂行すること
こそが企業者の機能であると結論づけたのであ
る 11）。Schumpeter の示した 5 つの要素におけ
る「新結合」を遂行することが企業者すなわち
イノベーションを発現することであると理解さ
れるので，ルーチン的業務は企業者の機能では
なく，イノベーションではないという結論に至
る。ここでの企業者とはイノベーションを遂行
する主体を指しており，言い換えれば，企業者
は経済発展の担い手である。すなわち，企業者
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はイノベーションを発現することによって「新
結合」の遂行を実現し，その結果として経済発
展を実現する経済主体となりうるのである。

企業者機能自身は資本主義社会に限定されな
い。なぜなら，企業者機能が意味するような経
済的リーダーシップは他の形態の経済にも存在
するからである。Schumpeter は，「企業者は
その機能を果たしている限りにおいては，社会
主義経済の機関であろうと封建賦役農場の領主
であろうと，原始的種族の首長であろうとかま
わない 12）」としている。これは Say が企業者
の機能を資本主義経済の枠内に限定せず，広い
範囲で捉えていた視点を受け継いでいる。

Schumpeter が捉える「企業者」と「経営管
理者 13）」とはどのように違うのかという議論
に触れておく。企業者はその素質を有すること
で，永続的に企業者であり続けるのかという問
題意識を前提に整理していく。Schumpeter は
生まれながらにして「創意」「権威」「先見の
明」14）を有している企業者類型の存在は肯定
しつつも，その絶対数は少ないとしている。い
わゆる，「だれでも「「新結合」を遂行する」場
合にのみ基本的に企業者であって，したがって
彼（企業者）が一度創造された企業を単に循環
的に経営していくようになると，企業者として
の性格を喪失するのである 15）」と述べたように，
誰でも「「新結合」を遂行する」場合にのみ基
本的に企業者すなわちイノベーションを遂行す
る主体となるのである。一方で，「循環（均衡
状態）においては企業者は利潤も得なければ損
失も蒙らないのである 16）」とし，イノベーショ
ンを創出する過程での成功と失敗において，誰
でも企業者を離れたり，また戻ったりという状
況が生まれてくる。「彼（企業者）はそこでは
なんら特殊な機能を持たず，彼は企業者として
は存在していない 17）」ことから，Schumpeter
はこのような場合，企業者ではなく「経営管理
者」と定義しているのである。現在の「経営者」
は，企業規模の大小を問わず，「企業者」と「経
営管理者」の両者の特徴を有しつつ，企業経営
活動の内容によって両者の比重が変化するので

ある。
次に，イノベーションの実現において技術

的側面の影響が一般的に大きいことから，「企
業者」と「発明家」の違いについても簡単に論
じておきたい。既述したように，「企業者」は

「新結合を遂行する」人であり，「発明家」は方
法や技術などを新規に考案する人である。「発
明」そのものは「経済発展の外的要因」にはな
らないとしている。その「発明」が事業活動に
おいて有益かつ実際に活用してはじめて経済発
展の内的要因となるのである。発明が外生的

（exogenous）技術として認知されると，企業
者がそれに注目し，イノベーション創出への可
能性を引き出し実践していくのである。発明が
必ずしもイノベーションを生み出すわけではな
く，あくまで十分条件にすぎない。ゆえに，発
明によるイノベーションの概念化はできず，ま
た，発明そのものが経済的な結果を生み出すと
いうことでもない。このことから Schumpeter
は，発明それ自体とイノベーションの創出とは
経済的視点において異なるものであるとしてい
る。

一方で，「発明家」と「企業者」とが同一人
格となることもある。この場合，「発明」をい
かにして経済的成果に結び付けることができる
かという点で，発明家とは異なる企業者的要素，
場合によっては経営管理者的要素がどれだけ備
わっているかが重要となる。発明からイノベー
ションが創出されることは，企業活動において
しばしば見られる。発明を起源としたイノベー
ションの多くにおいて，発明自身が企業経営の
成果として存在するのではなく，特許化により
収益の発生させた場合にはじめて発明は経済的
な成果をもたらすのであるとしている。

次に，他の研究者によって提起されているイ
ノベーションの概念化に関して，若干の整理・
検討を行っていきたい。

Drucker, P. F. （1993） は，「企業には二つの
基本的な機能が存在する。すなわち，マーケティ
ングとイノベーションである。この二つの機能
こそ，まさに起業家的機能である 18）」としてい
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る。さらに，イノベーションに関しては「より
優れた，より経済的な財とサービスを創造する
ことである。企業は，単に経済的な財とサービ
スを供給するだけでは十分でない。より優れた
ものを創造し提供しなければならない 19）」と
提言している。これらはまさに Schumpeter に
よる企業の栄枯盛衰と企業の永続的存続に関す
る公理に少なからず影響を受けており，現代企
業の経営行動においても今なおイノベーション
の重要性を示唆している。

Drucker によるイノベーションに対する経営
学的アプローチの特徴は，マーケティングの
視点を含有している点である。イノベーショ
ンとマーケティングの両者を企業者の基本的
機能として捉えている。Schumpeter の新結合
が企業サイドの視点が中心であったことから，
Drucker はマーケティングの視点を取り入れる
ことで消費者サイドの視点の重要性を示唆した
と推察される。これは，Schumpeter のイノベー
ション論が展開された時代と Drucker による
経営学的理念が展開された時代における，市場
の複雑性や消費者ニーズの多様性の違いによっ
て生まれたものであろう。ここで，Drucker は
イノベーションの内容を「生産物もしくはサー
ビスの革新」と「諸種の熟練および活動の革
新」に分類している 20）。つまり，前者は製品・
サービスの革新であり，後者は生産プロセスの
管理および組織構造・ビジネスプランの革新に
分類している。すなわち，Abernathy, W. J.・
Utterback, J. M. （1978） によって提起されたプ
ロダクトイノベーションとプロセスイノベー
ションとの分類 21）に理論的に近い立場をとっ
ている。Drucker によるイノベーションの概念
化は広義のイノベーションを示している。

次に，後藤晃（2000）によると，イノベーショ
ンは「新しい製品や生産の方法を成功裏に導入
すること 22）」としている。ここで，成功裏に
導入するとは，すなわちそれらの製品または
生産方法により利益をあげることを意味してい
る。企業が製品を市場に展開するまでには，企
業内でのいくつかの業務的な段階を踏む必要が

ある。まずは，市場ニーズを満足させる製品コ
ンセプトの作成に始まり，場合によっては研究
開発の技術ニーズから始まる場合もあるが，製
品構造の設計へと進む必要がある。製品構造の
設計が決定すれば，製品を実際に生産するため
の工程構造の設計が必要となる。生産工程が準
備されることで初めて製品の試作品が完成する
こととなる。試作品の品質が維持され，量産化
が可能となってはじめて，市場における製品販
売が実現するのである。以上が企業活動におけ
る製品開発の一連の流れである。

すべてのプロセスを 1 企業内で進めていく
必要はないが，各プロセスは互いに技術的にま
た組織的に密着した対応関係を構築しているこ
とから，全てのプロセスが製品開発そのもの
なのである。ここでイノベーションを実現させ
るためには，各プロセスにおけるイノベーショ
ンの要素を見出す必要があると後藤は指摘して
いる。イノベーションすなわち技術革新は一連
の企業活動において重要な一部分となるので
ある。革新的製品の開発に用いられた技術は必
ずしも新規なものではなく，既存の技術による
ものも少なくないとしている。さらに，後藤
は，イノベーションは一連の企業活動の重要な
一部分であるということから，必ずしも技術革
新にのみイノベーションが用いられるのでは
なく，組織革新などを含む場合もあるとしてい
る。1920 年代の DuPont や GM などで，複雑化・
高度化・多様化する技術と製品を効率的に管理
するための新しい組織形態を導入した事例を用
い，イノベーションには組織革新の意味も含ま
れていることについて言及したのである 23）。

以上，Schumpeter, J. A. の学説を中心にイ
ノベーションの概念化について整理した。以
下では，他の研究者によるイノベーションの
概念の定義化について，簡単にまとめておく。
Souder, W. E. （1987） は，イノベーションを「ス
ポンサー組織に対してのハイリスクを言及する
ことであり，そしてそれが，高い利益を生み出
すポテンシャルを有して，かつ商業的なインパ
クトを有するものである 24）」としている。ま
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た，Hill, T.・Utterback, J. M. （1979） は，「製品・
プロセス・システムが新しい方法とアイデアを
具体化するときにのみ 25）」イノベーションと
して定義できるとしている。Edwards, K. L.・
Gordon T. J. （1984） は「イノベーションとは，
発明とともに始まり，そして発展し，結果とし
て新しい製品・プロセス・サービスとして市
場に展開されていくプロセスのことである 26）」
とし，「新しい管理体制の実施」を伴うものと
した。いずれの定義においても，Schumpeter
の新結合の遂行から理論的に逸脱したものはな
く，新結合の 5 つの要素をもとに理論展開され
ている。

イノベーションの概念の定義化過程では，定
義の対象が組織構造，製品・システム或いは消
費者行動といった企業活動に密接に関連して
いるため比較的理解しやすくなっており，現
在の企業が抱いているイノベーションに対す
るイメージに近い。約 100 年前に提起された
Schumpeter によるイノベーションの概念の定
義は，現代の経済社会においても通用する理論
になっている。

以上，イノベーションの概念の定義に関する
学説的な整理を行ってきた。Schumpeter の見
解に基づいて，新結合を継続的に進めていく主
体こそがイノベーションの担い手であるという
ことを理論的に示した。いずれの研究者による
定義化においても，Schumpeter により提唱さ
れた新結合の 5 つの要素に理論的根拠を据えて
いる。ゆえに，Schumpeterによる概念の定義は，
その後のイノベーション研究において理論的基
準として位置づけられることとなる。むろんあ
らゆる現代中小企業がイノベーションによる経
営行動をとることは困難であろう。したがって，
現代中小企業がイノベーションを図る際には，
経営環境変化に機敏に対応していくことを前提
に，いわゆる技術革新あるいは研究開発（R&D）
を行うことのみをイノベーションとしているの
ではなく，以下の 5 つの要素を充足しているこ
とが求められる。第 1 に，既存事業に対する自
己分析と既存事業へのイノベーションによる事

業コンセプトの転換が必要となる。事業コンセ
プトの転換を自企業の経営可能性に照らして明
確にすることによってイノベーション後の新規
事業の潜在的顧客ニーズを客観的に把握するこ
とが可能となる。第 2 に，コア・コンピタンス
の再構築が必要となる。自企業のコア・コンピ
タンスを意識的に蓄積し，競争優位性を確立す
るために既存資源を自己分析し，既存資源を有
効に活用しうる組織形成が必要となる。第3に，
いかなる顧客に，いかなるニーズの充足を，自
助努力により，いかなる方法・能力で満たすの
かについて事業構想を再構築し，高度化する
ことによるドメインの再構築が必要となる。イ
ノベーション後の新規事業の市場規模を的確に
判断し，企業規模を決定することができること
で，既存事業とはまったく異なる新事業運営の
ため，競争優位性を確立しうる経営形態を確
立することが必要となる。ここで事業構想の中
核を担う経営資源を自己分析し，経営形態を確
定する。第 4 に既存ビジネスモデルの破壊と新
規ビジネスモデルの創造が必要となる。ビジネ
スモデルに基づいてコア・コンピタンスを形成
することで，顧客価値を高め，競争力強化によ
る差別化を図り，事業力を拡大し成長可能性を
志向し，経営戦略を確定する。第 5 に，以上の
事業を具体化する上での不足経営資源の補填で
ある。不足経営資源の補填には他社との戦略的
連携が有効であり，さらには不足経営資源補填
のための育成・振興策を有効活用していくこと
が必要となる。その際に重要となるのが経営指
針の策定たるビジネスモデルに基づくビジネス
プランの構築である。企業の経営技術たる経営
品質をより進化させたい事業家は，経営基盤強
化のための何らかの経営行動をとることが多い
が，中小企業に最も一般的なものがビジネスモ
デルに基づくビジネスプランの構築である。さ
らには現代中小企業はビジネスプランに基づ
き，他社との戦略的連携をいかなる方法で進め
るか，公的機関のいかなる育成・振興策をいか
なる方法で有効活用していくかなどについても
意思決定することが求められるのである。
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21 世紀を迎え，もはや高度経済成長型の企
業成長を望めないなかにあって，日本の中小企
業の現状と現代型の中小企業問題について分
析・検討し，中小企業経営の成長・発展・進化
のための存立条件を解明していくことは必要で
あろう。現代中小企業にいま何が求められ，何
が必要であるのかについて，慎重に検討してい
く必要がある 27）。次章では，イノベーション
の担い手となり得るのは一体どのような企業な
のかについて現代日本経済の現状を把握した上
で検討していく。検討・検証に一貫性を持たせ
ていく。中小企業の現状を検討することで，イ
ノベーションにおける中小企業経営の在り方に
ついて模索していく。

Ⅲ．中小企業のイノベーション

１．中小企業の革新的な事業
経済の成長・発展において，企業はさまざま

なかたちで貢献し，経済発展の主体として大き
な役割をもって存立している。経済発展の主体
的役割を担う企業が経済的に成長・発展してい
くためにはいくつかの要因があり，1 つがイノ
ベーションの実現による企業の成長・存立基盤
強化である。経営行動に内在するイノベーショ
ンの実現可能要因を，経営環境状況に適用させ，
技術シーズと市場ニーズを融合して需要に対応
いくことで社会的利得となる経済的成果を市場
全体に浸透させることができる。経済発展にお
ける企業の役割である社会的利得の創出は，自
然発生的に生み出されるのではなく，企業内に
おけるイノベーションプロセス，すなわち，イ
ノベーションによる経済的成果として現れるの
である。

Schumpeter は企業のライフサイクルが存
在する以上，企業は必ずしも永続的に存在で
きる主体ではないとしている。企業が永続的
に存立していくためには，イノベーション創
出に対する弛まない企業努力が必要である。
Schumpeter 以降，企業成長におけるイノベー
ションの重要性に関しては十分に認識されてお

り，今なおその重要性については多くの議論が
なされており，企業存立においてイノベーショ
ンが果たす役割に関しても，特に欧米諸国や日
本を中心にますます重要視されている。

長期的な成長・発展の結果として生成された
大企業は，経済発展の促進要因を担うべき主体
として広く認識されている。しかしながら，経
済発展は大企業単独の努力で成し遂げられたわ
けではない。革新的新製品の開発や生産方法の
改善などが大企業主導で進められていたのは事
実であるが，イノベーションプロセスのなかに
さまざまな形で中小企業が貢献していることも
また事実である。中小企業から発信された技術
情報により，革新的新製品の開発や生産方式の
改善がもたらされ，経済発展に大きく貢献して
いる事例も数多く報告されている。多くの国に
おいて，中小企業の大企業に対する比重が長年
にわたりほぼ不変であることから，経済発展の
主体としての中小企業の役割は，大企業同様に
認識されているのである。中小企業に対するイ
ノベーションの必要性は大企業と同様に高いも
のであり，販売数量や売上高・付加価値額など
が大企業に比べ相対的に低いものの，社会的利
益から派生される効果などを考えると中小企業
が経済発展に与える社会的な影響度合は大きい
ものとなる。

あらゆる産業分野において，大企業に対する
中小企業の比重は現在にいたるまでほぼ不変で
あり，相対的に大企業よりも高い比重を維持し
ている。経済発展を進展させるうえで，イノベー
ションから生み出される顕在的あるいは潜在的
な社会的利益が必要不可欠となる。ゆえに，中
小企業の成長・発展においても，革新的な事業
活動が重要となる。

日本において中小企業論に基づく学術的視
点から中小企業におけるイノベーションの重要
性に対して言及している研究者は多い。三井逸
友（2001）によると，今後の中小企業の方向性
における基本的命題は開発と経営革新であると
し，さらに開発への追求があってこそ，経営革
新は実現可能なものとなるはずであるとして，
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中小企業の成長・発展に向けたイノベーション
プロセスの第 1 段階である R&D 活動の取組の
重要性を示唆している 28）。中小企業は他の企
業より優れた競争優位性と高収益を志向するた
めには，他社にとって模倣が困難な専有性を有
した新技術，すなわち新製品・新サービス・新
生産方法などの新機軸（イノベーション）を保
有することが重要である 29）。大企業に対する中
小企業の競争優位性の確立を目指したイノベー
ションへの取組の必要性は不可欠である。また，
大企業が誘致していない地方に存立する中小企
業の技術革新的な事業活動が，地域経済の活性
化に大いに貢献しているという事例も多く存在
する。

異質多元的な性質を有し，また，経済発展の
裾野的役割を演じている中小企業が創出するイ
ノベーションは，あらゆる産業分野で多大な社
会的利益を生み出す可能性を孕んでいる。イノ
ベーションの実現により新たに生み出される社
会的利益は大部分において潜在的であるが，時
間の経過とともに市場へ浸透していくことで顕
在化される。ゆえに，大企業のみならず経済発
展を実現させる主体としての中小企業の役割は
大きい。しかしながら，イノベーション研究に
おいては国際的大企業を対象とするのが一般的
な研究視点となっており，規模の小さな企業を
対象とした研究はあまりなされていないのが現
状である。

Schumpeter 仮説でのイノベーション発現に
対する企業規模要因について，企業規模の大
小に関する明確な定義はなされていない。ま
た，多くのイノベーション研究における企業規
模に関しても，従業員数による区分は行われて
いる場合もあるが，企業規模に関する明確な定
義はない。したがって，本稿においても，研究
対象となる企業群のなかで相対的に従業員数の
少ない企業を中小企業（Small Firm），反対に，
相対的に従業員数の多い企業を大企業（Large 
Firm）と表現する。以下では，イノベーショ
ンの実現に向けた中小企業の役割に関して欧米
諸国の研究事例を中心にまとめていく。まず，

米国の産業分野において，雇用創造という点で
経済発展に貢献する中小企業の役割について言
及した事例を検討する。

Birch, D. L. （1987） および Birch, D. L.・Hag-
gerty, A.・Parsons, W. （1994）は，1980 年代の
米国における中小企業（Small Firms）の割合
を調査し，米国総人口の約 51% が 500 人以下の
企業に雇用されている点を指摘している 30）。さ
らに，1989 年から1993 年において 全企業のう
ち50% が 100 人以下の企業であることも調査し，
米国における中小企業の必要性を明確に示した。
その後，米国における中小企業の特質として，①
新規事業の創造は平均賃金を上昇させること，
②中小企業はすべてのカテゴリーにおいて新規
事業を創造し，多くの場合，賃金を上昇させて
いること，③中小企業が 140 万もの雇用を創出し
ている間に，大企業（Large Firms）は 250 万も
の雇用を喪失していることを明らかになっている
31）。

一方，Dennis, W. J.・Phillips, B. D.・Starr, E. 
（1994） は，過去 25 年間における調査の結果，
当該産業分野において民間企業によって新規に
事業化されたうちの 3 分の 2 が，当該産業内の
全雇用数の半数を占める小企業によって生み
出されたものであると概算している 32）。また，
Dennis・Phillips・Starr は，米国における経営
者 500 万人のうち，従業員 500 人以上の企業に
は 12,500 人，従業員 100 から 499 人までの企
業に約 80,000 人であり，残りの 98% は従業員
100 人以下の企業の経営者であるとし，米国に
おける中小企業の比重の高さを明らかにしてい
る。また，Duncan, J. W.・Handler, D. P. （1994） 
は，Dennis の研究において用いられた調査機
関とは異なる機関が発行するデータを用いて調
査し，Dennis の調査結果の正当性を改めて示
されている 33）。

さらに，Birch （1994） は，米国企業を対象に，
継続的に成長している中小企業は限られたハイ
テク産業にのみ存在しているのではなく，全て
の産業に存在していることを実証的に明らかに
した。イノベーションの実現はハイテク産業の

イノベーションと中小企業の存立―基盤強化に向けた信用力創造―

Page:8無断転載禁止　



69

Mar. 2010 イノベーションと中小企業の存立　～基盤強化に向けた信用力創造～

ような産業ではなく，全ての産業において創出
されていることを明らかにした。その結果を踏
まえ，「当該企業が属する産業において，企業
を成長・発展させていくうえで，より良い方法
をもたらす技術」がイノベーションであると定
義したのである 34）。一例ではあるが，米国企
業に対する調査結果から，イノベーションを実
現させる中小企業があらゆる産業に存在してい
ることが明らかとなり，経済発展における中小
企業の役割の重要性が雇用活動という側面から
認識されたのである。

２．中小企業のイノベーション研究
以下ではイノベーションの実現における企業

規模の影響を，諸学説を用いて整理・検討して
いくとともに，経済発展の担い手としての中小
企業の重要性について言及していく。イノベー
ションは，企業内における諸活動が複合的にか
つ有機的に融合し機能した結果として創出され
る。企業内の諸活動を定量的に区分することが
困難であることから，イノベーションに対する
企業規模の影響を検証するにあたり，R&D 活
動が主体的役割を担うことを前提とする。

Pavitt, K.・Robson, M.・Townsend, J. （1987） 
は，1945 年から 1983 年における，英国でのイ
ノベーション発現における企業規模ユニットの
影響を調査した35）。その結果から，イノベーショ
ンの発現におけるユニット規模の影響として 2
つの特徴がみられる。第 1 は，ユニット規模の
増加に伴い，イノベーション発生の頻度が低下
しており，時間経過とともに傾向が顕著に現れ
る点である。英国において，イノベーションの
発現には規模の小さなユニットが有利であるこ
とが実証的に示された。イノベーションの実現
において，規模の大きなユニットによる「資源」
有利性よりも規模の小さなユニットによる「行
動」有利性が有効であることが明らかであり，
時代を経るごとに規模間の格差は拡大される傾
向を示している。したがって，英国企業におけ
るイノベーション発現には，マーケティングや
マネジメント，内部管理といった活動が R&D

部門において重要となり，企業家的性質をもっ
た企業または機関によるイノベーションが有利
であり，有利性に関する傾向は戦後当時に比べ
現在の方がより顕著になっているといえる。

第 2 の特徴としては，1,000 人から 9,999 人
規模といった中規模ユニットにおけるイノベー
ション発生率が突出して高い点である。1945
年から 1949 年においては，48.7% とほぼ半数
を占めている。理由としては，調査当時におい
て大企業として存在している企業は誕生から大
企業であったのではなく，小規模企業から中規
模と成長し，最終的に大企業に至るのである。
したがって，当時においては，大企業の相対数
が少なく，成長企業の多くは中規模であったと
推察できる。

以上のことから，時間経過とともに小規模ユ
ニット（中小企業）におけるイノベーション発
生率が増加し，中規模以上のユニット（大企業）
におけるイノベーションが減少傾向にあること
が明確となった。英国企業を対象とした，従
業員数基準による企業規模という視点において
は，シュンペーター仮説が否定されることとな
る。すなわち，企業規模の大きさがイノベーショ
ン発現において有利であるという仮説は成立し
ないことが実証されたこととなる。

一方，De Melto, D. P.・McMullen, K. E.・Wills, R. 
E. （1980） は，カナダ国内企業（外資系企業を除
く）を対象としたイノベーション発現に対する
企業規模の影響を調査した 36）。De Melto らは
企業規模を従業員数で規定したうえで，イノ
ベーションの input 要因として R&D 費用を，
output 要因として売上高をそれぞれ設定し，
売上高対 R&D 費用比率・雇用者 1 人あたりの
R&D 費用・R&D 研究者 1 人あたりの R&D 費
用をイノベーション件数に対する独立変数とし
た。その研究から企業規模が小さい方が売上高
に占める R&D 費用および従業員数 1 人あたり
の R&D 費用，すなわち，イノベーションプロ
セスの input 要因に対する投資額が高い傾向に
あることが明らかとなった。従業員数に関して
は，企業規模の増加に伴い R&D 活動とは直接
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的に影響を及ぼさない人材（営業部門や管理部
門）が増加するために算出値が逓減していると
推察される。また，研究者 1 人あたりの R&D
費用が企業規模にほとんど依存していない点か
ら，企業規模が小さいほど R&D 活動に携わる
人材が多いといえる。 De Melto らによる調査
は，イノベーション発現における R&D input
要因を重要視しており，input 要因への投資額
の高い方がイノベーションを生み出すうえで有
利であるという議論に則っている。この議論に
は，さらなる検討が必要ではあるが，input 要
因に対する重点的な投資によってイノベーショ
ンの実現可能性が上昇することには変わりはな
いであろう。イノベーション創出における大企
業の有利性を主張したシュンペーター仮設を積
極的に否定する調査結果とはならないまでも，
少なくとも，中小企業が不利となる提言に意義
を唱える結果であることには違いない。R&D
費用をはじめ，R&D 研究者数，売上高につい
ては，単体での比較を行えば企業規模が大きい
ほど相対的に数値は高くなり，企業規模の小さ
な企業は数値上不利になることから，イノベー
ションの実現可能要因に対して正確な要因分析
ができないという問題点を孕んでいる。ゆえに，
イノベーションにおける input 要因と output
要因の比率を検討することで，企業規模から生
じる分析の問題点を解消しようとしている。イ
ノベーションの実現可能要因に対する議論にお
いて，両要因の比率計算が分析の一般的手法と
して多くの研究者によって活用されている。

Adams, W. J. （1970） は，1966 年のデータを
利用し，フランス企業を対象とした調査を行っ
ている。イノベーションの output 要因となる
売上高に対して，input 要因となる R&D 費用
の比率を調査することで，イノベーションの
実現可能性について検討している。Adams は
売上高対 R&D 費用を R&D 費用集約度として
捉え，企業におけるイノベーションプロセスの
input 要因（R&D 費用）に対する output 要因

（売上高）の比率が高い方，すなわち，R&D 活
動に対する重点的な投資がイノベーションの

実現可能性を高めるとしているのである。い
くつかの産業間においては，企業規模が小さい
方が R&D 集約度が高い傾向にあり，イノベー
ションの実現可能性が高いと推察できる。一
方，航空産業においては，企業規模の拡大に伴
い R&D 集約度が増加している。航空分野とい
う産業特性上，規模の経済性を発揮した事業活
動が必要となるため，集約度は必然的に高くな
ると推察される。なお，航空および自動車（自
動車部品を除く）の両産業においては，中小企
業数が著しく少ないと予想されるため，調査結
果の取扱には注意が必要である。また，化学・
医薬分野において企業規模による有利性があま
り見られないことから，高額な開発費が必要と
される産業分野でのイノベーション実現には多
大な発明者利得が獲得されるであろう。

３． 諸外国の実証研究からの中小企業のイノ
ベーション

以上，企業におけるイノベーションの発生に
対して影響を及ぼしている企業の特性・特徴を
理論的および実証的諸学説の整理を通して明ら
かにしてきた。

イノベーションの発現に対する中小企業の
役割が実証研究の整理・検討を通じて明らかと
なったが，従来の研究では大企業を対象とした
イノベーション研究が主流となっており，中小
企業を対象とした研究においては学術的理論
的課題が存在しているように推察される。現
代におけるイノベーション研究においては，従
来のようにイノベーションの input 要因および
output 要因の定量化に基づく回帰分析による
統計学的検証は維持されつつ，両要因とは異
なったイノベーションの実現可能要因の可能性
について議論が進められている。

企業内の R&D 活動の成果とイノベーション
の相関関係について，多くの研究結果が蓄積さ
れているうえで，組織設計とイノベーションや
イノベーションに対する地域特性の影響あるい
は，企業間連携によるイノベーションの実現可
能性の向上など，イノベーションの実現にお
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ける要因が R&D 部門による input 要因および
output 要因以外に，組織，地域，連携などの
要因がさまざまについて検討することが今後必
要となる。

中小企業を対象としたイノベーション研究に
おいては，やはり継続的な実証研究が主流とな
ると推察される。しかしながら，対象となる産
業分野が多岐にわたり必要があり，従来の製造
業主体の研究姿勢がサービス業など第 3 次産業
から農商工連携・第 6 次産業化といったトッピ
クをおさえると農業といった第 1 次産業も含め
たさまざまな業種に至る必要がある。ゆえに，
イノベーションプロセスと当該産業分野のビジ
ネスモデルがどのような相関関係を有している
かを実証的に明らかにされることで，イノベー
ションの実現可能性を高める要因，すなわち，
実現可能要因として新規の要因が見出される可
能性がある。経済発展において大きな影響を及
ぼすイノベーションを発現させる要因の追及志
向が，今後の中小企業のイノベーション研究の
主軸となることを望んでいる。

Ⅳ．中小企業経営の現状

以上の理論的検討を踏まえて，日本の中小企
業におけるイノベーションの現状と問題点につ
いて検討していく。現代における中小企業の存
立と地域活性化のあり方とを検証するといかな
る戦略が志向できるであろうか。地域に存立す
る企業が生み出す製品・サービスの高付加価
値化を実現していくためには，高度の知識・技
術・技能の多量の投入が必要である。高級化を
目指して製品の改良・開発を行うためには，消
費者などユーザーのニーズに適合する製品の企
画・デザイン，設備を含む製造工程の技術的整
備，販売市場の開発など多くの知的・技術的努
力がなされねばならず，さらにそのために生産
技術や製品市場についてのマーケティング活動
も含めた研究開発がなされねばならない。また，
技術水準の高い製造工程を円滑に作動させるに
は，高い技術的知識と経験をもつ高い資質の労

働力が必要であり，労働力に対するモチベー
ション向上といった人的資源管理能力も不可欠
となる。その他，専門の研究者，デザイナー，
有能な管理者など，この種の経営戦略を実現す
るにはハイレベルな技術・知識労働力を必要と
し，その技術・知識を集約して高付加価値化を
実現し，企業の存立維持を図っていく必要があ
る。

中小企業の経営革新たるベンチャー・イノ
ベーションを実行するためには経営資源を確
保・充実していくことが必要である。その基本
である金融の現状をみると中小企業の資金調達
は間接金融が主体であり金融機関の貸出動向に
大きく左右されやすい。日本の金融機関はいわ
ゆる担保主義・保証制度を前提に企業に貸し出
しを行ってきたが，不動産価格の下落や株式会
社制度の下での実質的な無限責任負担などが
おこり，担保主義・保証制度に拠らない融資制
度の必要性が求められている。1999（平成 11）
年に中小企業基本法が改定され“全体の底上げ”
から“やる気のある企業”への支援に政策転換
され，2005（平成 17）年に制定された中小企
業新事業活動促進法に基づく創業促進・経営革
新・新連携の推進をはじめとして自企業の経営
基盤強化を図ることで経済的・社会的環境の変
化への適応の円滑化また，セーフティネット整
備など信用補完制度のさらなる金融円滑化対策
のあり方が課題となっている。

1998（平成 10）年当時の年自民党政権下で
は，「経営安定化特別保証」の施策が実施された。
要するに，資金繰の苦しい中小企業に運転資金
を提供して，なんとか倒産を避けようとする施
策であった。通常であれば中小企業への資金提
供は経済的な波及効果もたらすが，当時は金融
機関への借入金の返済にしか回らず，さらに金
融機関に渡った資金は倒産に追い込まれた中小
企業等が生んだ不良債権の補填となり，市中に
資金が循環しなかったため経済的波及効果をも
たらさなかったのである。当該中小企業だけを
見れば，倒産・廃業は免れたのでよかったとい
えるが，マクロ的に見れば経済効果が過小な施
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策だったといえ，これが後ろ向きの金融支援策
といわれるゆえんである。

一方当時，一つの指針が出された。やはり経
済を効果的・永続的に活性化させていくために
は，いわゆる担保主義保証制度から脱却してい
かなくてはならないということである。国が一
つの目安として打ち出した方針は，できるだけ
早期に担保主義・保証制度から脱却し，第三者

（連帯）保証制度の全廃，いわゆる不動産だけ
に頼るような担保制度から脱却，最終的には完
全に個人保証から脱却したいというものであっ
た。信用保証制度の拡充と共に，2010（平成
22）年頃には第三者（連帯）保証人制度は，廃
止に近い状態であるといわれている。ただ，不
動産に大きく依存した担保主義や代表取締役の
保証がどうなるかはまだわからないが，担保主
義・保証制度からの脱却という方向に流れてい
るのは確かであろう。特に中小企業政策の視点
でみると，2005（平成 17）年に「中小企業新
事業活動促進法」ができ，担保主義・保証制度
によらない融資制度を確立しようという方針が
示された。

今回の「セイフティネット緊急保証」は，国
際的な金融不安や 2008（平成 20）年秋以降急
落した国内景気動向の影響により中小企業の資
金繰において円滑な事業資金調達を供給するこ
とが目的とされた。制度創設後，積極的な中小
企業資金繰支援が行われ 2009（平成 21）年 10
月末までの保証承諾実績が 15 兆 1 千億円に昇
り，中小企業への貸出を増加させ，倒産件数の
抑制に貢献したと評価できる一方で，1998（平
成 10）年度以降からの信用保証制度の拡充に
より後の代位弁済や倒産の増加したことで信用
リスクが高まり，いわゆる貸し渋りにつながっ
ていったといえるが，再び 2008（平成 20）年
秋以降から代位弁済（図 1），倒産件数が上昇
している中で中小企業の借入依存体質からの脱
却を図るには，貸出額の拡充でなく，中小企業
における財務の健全化策が必要との声も聞かれ
る。

現代日本経済において，担保主義・保証制度

から脱却しない限り，いわゆるベンチャーの存
立は難しい。さらには不況の長期化が不安視さ
れる中で，中小企業も長期的な存立を期待でき
ない。ひいては地域経済の活性化も期待できな
いのである。つまり，日本においても中小企業
の発展を目指す場合には，政府主導で担保主義・
保証制度に変わる融資制度，言い換えれば，経
済成長の原動力となり，地域振興の柱となる企
業に対して，その経営力や信用力をどう評価す
るか。また評価された結果をどのように政策に
反映させていくかという視点と具体的な制度の
構築が必要なのではないか。

こうした課題については行政や金融業界が共
に議論しているが，その方策については，なか
なか結論が導き出せていない。しかし金融機関
は従来の審査体制，いわゆる担保主義・保証制
度から簡単に脱却できないなか時代の趨勢や政
府の政策的方向性は，完全に脱却する方向に流
れている。担保主義・保証制度に代わって，企
業の信用力の指標のとなるのが「経営指針（ビ
ジネスプラン）」の成文化である。いうまでも
なく，経営指針（ビジネスプラン）の作成を中
小企業が自立的に行い，経営行動を行使する上
で経営資源が不足しても人材・資金を確保でき
ることが求められる。すなわち現実の経営にお
いて中小企業の場合，付加価値を高めていこう
とすると，1 社では力が限られており経営資源
も不足している。環境変化に適切に対応できる
自立型企業をめざすうえで，「企業間連携・ネッ
トワークの構築」，「企業間クラスターの形成」
が重要となってくる。経営者として前向きで，
自己中心的ではなく，柔軟な考え方ができる参
加者の資質の向上が，連携効果を生み出す基盤
となる。

経営基盤が弱く，過去の収益力が低く，担保
となる不動産等物件を保有しない中小企業は，
たとえ適正な経営指針（ビジネスプラン）を立
案できていたとしても融資が実行される可能性
は低かった。さらに，中小企業への融資に際し
ては，オーナー経営者に対して個人保証を求め，
実質的に中小企業経営者に対して無限責任を負
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わせてきた。こうした問題点を孕みながら必要
な中小企業政策はごく一部の起業家に対するベ
ンチャー育成・指導・強化だけではない。既存
の中小企業の第二創業（経営革新）に対する中
小企業政策が必要になるのである。既存中小企
業の存立基盤についての現状認識と中小企業の
育成による地域振興といった視点に配慮した中
小企業政策がより重要になる。

経営指針（ビジネスプラン）の成文化により，
企業経営の方向性を明確にし，第二創業（経営
革新）に進んでいくためには，顧客満足度を高
める顧客価値創造経営を模索していく必要があ
る。その根底には従業員（社員）満足度を高め，
企業の社会的責任を果たしていくことで企業の
存立基盤を強化していく必要がある。すなわち
各企業が自助努力により経営品質を高めていく
ことが求められているのである。

さらには中小企業金融の再生と持続可能性
（サステナビリティー）の確保のためには，地
域金融機関におけるリレーションシップ・バン
キングの機能強化が求められる。金融機関に求
められるのは地域経済に密着し地元中小企業の
経営内容を常に把握し，資金調達の必要性があ
ればすぐに対応できる関係を構築することが必
要となる。地域活性化に貢献しうる中小企業の
掘り起こしやその企業を育成する役割も担う必
要がある。企業の財務状況の審査基準だけでな
く，経営者の資質や事業活動からその成長性や
技術評価・経営品質といった視点に基づく審査
システムの構築も求められる。また，地域の商
工会議所や中小企業等支援団体とのネットワー
クの構築を行い，情報受発信機能の体制強化も
必要である。いずれも中小企業への資金供給円
滑化に向けて積極的に協調・連携に努めること
が期待される。

Ⅴ． 現代中小企業の存立基盤強化のた
めのイノベーション

地域経済に密着し日本経済にも多大な影響を
もつ既存中小企業が，保有する技術・ノウハウ

といった経営資源を活用し，新たな第二創業た
る経営革新行動を進めていくことが，企業の存
立基盤を強化するだけではなく，新たな雇用を
創出し，地域経済，ひいては日本経済の活性化
につながる。こうして地域に存立する中小企業
は自社に対する信用を創造し，さらに存立基盤
強化を達成することによる「強い企業」へと転
換することで，社会企業家として「よい企業」
へと転換することになる。

既に示したように経営指針（ビジネスプラ
ン）は，企業の存立基盤強化には欠かせないも
のである。ここでいう経営指針（ビジネスプラ
ン）とは，経営理念・経営方針（戦略）・経営
計画の 3 つを総称している。経営指針（ビジネ
スプラン）は現状認識を把握するための基本的
なツールとなる。戦略的な経営指針（ビジネス
プラン）を立てること自体難しいと中小零細企
業の経営者がいわれることがあるが，中身はシ
ンプルである。つまり，それは経営理念（経営
者の思いをきちんと自分で確認し，それを成文
化したもの）に基づいていかなる経営を志向し
ていくかを考え，そのために具体的な計画を立
てていくことを意味する。経営指針（ビジネス
プラン）の運用状況は企業によってさまざまで
あるが，経営指針を実践化するため，各中小企
業では，経営理念の朝礼での唱和，経営指針（ビ
ジネスプラン）の社内会議での必携や経営指針

（ビジネスプラン）にそった説明，個人目標と
の結付けや個人面接の実施など，さまざまの工
夫をしている。最終的には社員 1 人 1 人の計画
や行動にどう反映し具体化されるかがポイント
となっており，この点が成文化後の課題である
とする中小企業も多く見られる37）。経営指針（ビ
ジネスプラン）を成文化していくことにより次
のような利点があると考えられる。まず，経営
指針（ビジネスプラン）の成文化により，経営
者の経営姿勢が確立し，企業の存立意義が明確
になるので，経営の基本条件が整備されること
である。次に，既に示したように経営指針（ビ
ジネスプラン）の従業員との共有化や従業員の
行動への反映が進むことによって経営の改善が
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進み，それが経営改善に向けた成果として現れ
てうることである。第 3 に，金融機関などの取
引先からの評価の改善につながることである。
第 4 に，低利融資や助成金等中小企業政策の対
象としての評価が高まるため，行政施策活用上
の効果があらわれることである。経営指針（ビ
ジネスプラン）は企業信用の創造と深く関わっ
ているのである。

以上のように，市場や競争がグローバル化
し，顧客ニーズも高度化・多様化し，技術や情
報化によるシステムの発展がある中では，顧客
層を特定し，それにあった製品・サービス・シ
ステムを新たに開発して，事業内容を再構築す
る必要があること，それは現状の改良という量
的な変化の程度に留まらず，質的な変化にまで
進むことが重要であり，これを成し遂げた企業
ほど景況が良好であることがわかる。従来から
示されてきた経営課題が従来にも増して重要に
なってきていることが指摘できるだろう。ただ，
あくまで従来型の製品の改良を出発点とし，あ
くまで画期的なものからスタートするのではな
く，標準的な組織革新となるイノベーションの
蓄積を重ねていくことが重要である。こうした
戦略行動を積み重ねることによって景況悪化を
脱却し，企業経営を大いに安定化させる必要が
あるだろう。種々の経営革新行動によって新た
な事業展開を実現している中小企業は多数存在
している。現代中小企業がイノベーションを図
る際には，さまざまな形態の事例 38）が見られる。
新製品開発・新市場開拓といった経営戦略その
ものの転換から人的資源をはじめとした経営資
源の充実，自社企業信用の創造や企業間連携の
推進による経営基盤強化を目的としたものまで
経営革新（第二創業）は多岐にわたっている。

以上のように，既存中小企業によるベン
チャー的戦略行動，すなわち経営革新（第二創
業）は自企業の存立維持のみならず地域経済活
性化のために関心が高まっている。経営革新（第
二創業）によって新たな事業展開を実現してい
る中小企業は多数存在しているのである。
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